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 市町村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

    令和６年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合条例第３号 

   市町村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 市町村消防団員等公務災害補償条例（平成１８年組合条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

 別表中「１２，４４０円」を「１２，５００円」に、「１３，３２０円」を「１３，３５０円」に、「１０，

６７０円」を「１０，８００円」に、「１１，５５０円」を「１１，６５０円」に、「８，９００円」を「９，

１００円」に、「９，７９０円」を「９，９５０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の市町村消防団員等公務災害補償条例第１０条第２項及び別表の規定は、この条

例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた市町村消防団員等公務災害補償条例第１０条第１項に規定す

る損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同

条例第９条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規

定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じ

た損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償

年金等については、なお従前の例による。 
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 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和６年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第１号 

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 

 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和５９年組合規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第７を次のように改める。 

別表第７ 昇格時号給対応表（第２０条関係）  

2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 2 2 1 1

11 1 1 1 3 3 1 1

12 1 1 1 4 4 1 1

13 1 1 1 5 5 1 1

14 1 1 1 6 6 2 2

15 1 1 1 7 7 3 3

16 1 1 1 8 8 4 4

17 1 1 1 9 9 5 5

18 1 2 2 10 10 6 6

19 1 3 3 11 11 7 7

20 1 4 4 12 12 8 8

21 1 5 5 13 13 9 9

22 1 6 6 14 14 10 10

23 1 7 7 15 15 11 11

24 1 8 8 16 16 12 12

25 1 9 9 17 17 13 13

昇 格 後 の 号 給
昇格した日の前日に受
け て い た 号 給

給 料 表 昇 格 時 号 給 対 応 表
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26 1 10 10 18 18 14 14

27 1 11 11 19 19 15 15

28 1 12 12 20 20 16 16

29 1 13 13 21 21 17 17

30 1 14 14 22 22 18 18

31 1 15 15 23 23 19 19

32 1 16 16 24 24 20 20

33 1 17 17 25 25 21 21

34 2 18 18 26 26 21 22

35 3 19 19 27 27 22 23

36 4 20 20 28 28 22 24

37 5 21 21 29 29 23 25

38 6 22 22 30 30 23 25

39 7 23 23 31 31 24 26

40 8 24 24 32 32 24 26

41 9 25 25 33 33 25 27

42 10 26 26 34 34 25 27

43 11 27 27 35 35 26 28

44 12 28 28 36 36 26 28

45 13 29 29 37 37 27 28

46 14 30 30 38 38 27 28

47 15 31 31 39 39 28 28

48 16 32 32 40 40 28 29

49 17 33 33 41 41 29 29

50 18 34 34 42 41 29 29

51 19 35 35 43 42 29 29

52 20 36 36 44 42 29 29

53 21 37 37 45 43 30 30

54 21 37 38 46 43 30 30

55 22 38 39 47 44 30 30

56 22 38 40 48 44 30 30

57 23 39 41 49 45 31 30

58 23 39 42 50 45 31 31

59 24 40 43 51 46 31 31

60 24 40 44 52 46 31 31
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61 25 41 45 53 47 31 31

62 25 42 45 54 47 31

63 26 43 45 55 48 31

64 26 44 46 56 48 31

65 27 45 46 57 49 31

66 27 45 46 58 49 31

67 28 46 47 59 50 31

68 28 46 47 60 50 31

69 29 47 47 61 50 31

70 29 47 48 62 50 31

71 29 48 48 63 50 31

72 30 48 48 64 50 31

73 30 49 49 65 50 31

74 30 49 49 66 50 31

75 31 49 49 67 50 31

76 31 49 50 68 50 31

77 31 49 50 68 51 31

78 32 50 50 68 51 32

79 32 50 51 68 51 32

80 32 50 51 68 51 32

81 33 50 51 69 51 32

82 33 50 52 69 51 32

83 33 51 52 69 51 32

84 34 51 52 69 51 32

85 34 51 53 69 51 33

86 34 51 53 70 51

87 35 51 53 70 51

88 35 52 53 70 51

89 35 52 54 71 52

90 36 52 54 72 52

91 36 52 54 73 52

92 36 52 54 74 52

93 37 53 55 75 53

94 53 55
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  

95 53 55

96 53 55

97 53 55

98 54 55

99 54 55

100 54 56

101 54 56

102 54 56

103 55 56

104 55 56

105 55 56

106 55 56

107 55 57

108 56 57

109 56 57

110 56 57

111 56 57

112 56 57

113 56 57

114 56

115 56

116 56

117 57

118 57

119 57

120 57

121 57

122 57

123 57

124 57

125 57
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 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和６年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第２号 

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和４１年組合規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１４条中「１００分の２００」を「１００分の２０５」に、「１００分の２４０」を「１００分の２４５」

に、「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の１１５」を「１００分の１１７．５」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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 市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和６年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第３号 

市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１８年組合規則第２６号）の一部を次のように改

正する。 

 第９条第２号中「、同法第６６条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止

法（昭和３１年法律第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場

合」を「又は同法第６６条の規定による決定により少年院に収容されている場合」に改める。 

 別表第４常時介護を要する状態の項中「１７２，５５０円」を「１７７，９５０円」に、「７７，８

９０円」を「８１，２９０円」に改め、同表随時介護を要する状態の項中「８６，２８０円」を「８８，

９８０円」に、「３８，９００円」を「４０，６００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第４の規定は、令和６年４月１日以後の期間に係る介護補償の額に

ついて適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 

 

 


